
船舶事故等調査報告書 

                                   平成２２年１２月１６日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０神第７６号 

事故等種類 搭乗者負傷 

発生日時 平成２２年５月５日（水、祝日） １５時００分ごろ 

発生場所 滋賀県大津市北比良 男松三等三角点から真方位２２９°５４０ｍ付近 

（概位 北緯３５°１３.５′ 東経１３５°５７.５′） 

事故等調査の経過  平成２２年５月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）

を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 
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 ２５０－５１３７１京都、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、特殊小型船舶操縦士 

搭乗者、免許の有無不詳 

 死傷者等 負傷 １人（搭乗者） 

 損傷 損傷不明 

 事故等の経過 

 

 本船は、船長Ａが乗り組み、平成２２年５月５日１５時００分ごろ、琵

琶湖西岸において、搭乗者１人がつかまっている浮体を引きながら遊走し

ていたところ、浮体が、湖岸に止めていたボートトレーラーに衝突し、搭

乗者１人が負傷した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 東、風力 １ 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

 本船は、大津市北比良の琵琶湖で搭乗者がつか

まっている浮体を引きながら遊走中、浮体が湖岸

に止めていたボートトレーラーに衝突したもの

と考えられるが、船長から情報が得られなかった

ため、搭乗者の負傷に至る状況を明らかにするこ

とはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、大津市北比良の琵琶湖で搭乗者がつかまっている浮

体を引きながら遊走中、浮体が湖岸に止めていたボートトレーラーに衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

 




